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川崎市人権オンブズパーソンが着任しました 
 

 令和８年３月３１日をもって任期満了となる飛田 桂川崎市人権オンブズパーソン

の後任として、山口 有紗人権オンブズパーソンが、令和８年４月１日から３年間の

任期で着任しました。 
 

１ 新任者  
川崎市人権オンブズパーソン 

氏  名  山口 有紗（やまぐち ありさ） 
  任  期  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの３年間 
  略  歴  小児科専門医、子どものこころ専門医 

東京都世田谷区在住、昭和５９年生まれ 
 
２ 経 過 
  令和８年第１回市議会定例会において議会の同意を求める議案を提出し、３月  
１８日に議決されました。 

 

３ 参 考 
人権オンブズパーソンとは 

川崎市人権オンブズパーソンは、「川崎市人権オンブズパーソン条例」に基づ

き設置しており、同条例第２条により「川崎市子どもの権利に関する条例」及び

「川崎市男女平等かわさき条例」に規定する、子どもの権利と男女平等にかかわ

る人権の侵害を管轄とし、定数は２人です。 

その職務は、人権侵害に関する相談に応じ必要な助言及び支援を行うこと、人

権侵害に関する救済申立てまたは自己の発意に基づき調査、調整、勧告、是正要

請等を行うこと、制度改善を求める意見表明を行うこと、勧告、意見表明等の内

容を公表すること、人権に関する課題について意見を公表することです。 
 

問合せ先 
川崎市市民オンブズマン事務局人権オンブズパーソン担当 三田村 
電話 ０４４－２００－１４６４ 内線５２９５６ 


